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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１６４　　２０１２年　７　月　１２　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
国会では
１、「税と社会保障の一体改革」法案は参議院で廃案に
衆議院を通過した消費税増税と社会保障大改悪の８法案の審議が参議院で始まりました。「一体改革」の政府案は、衆議院採決の直前に民主、自民、公明３党の「密室談合」で「修正」されました。これによって、消費税増税を掲げた税制法案から、「税体系全体の再分配機能を回復」すると言うくだりや、所得税のわずか５％の最高税率引き上げ条項などが削除されました。社会保障では突然、「社会保障制度改革推進法案」を関連法案にもぐりこませました。これは社会保障の基本に「自助」「自立」をすえて国の責任を投げ捨て、「重点化」「効率化」の名目で給付の削減をはかる重大な改悪法案です。
日本共産党は、国会論戦と国民の闘いを広げて廃案に追い込んでいきます。

2、 衆議院議員定数８０削減法案も廃案に
これは現行制度の中で、民意の反映を支える比例部分を大幅削減するもので、民意を切り捨てる暴挙です。消費税大増税を成立させるための露払いとする党略的な狙いがあり、大増税案の廃案を目指す運動と一体で闘いを進めていきます。

3、 オスプレイ配備は中止を！！｢安保なくせ｣
森本防衛大臣が沖縄、山口両県を訪れ、事故が相次ぐ危険な米海兵隊の垂直離着陸輸送機オスプレイを山口県の岩国基地経由で沖縄県の普天間基地に配備するとの米政府の通告を伝えたことに、米国の「使い走りか」と怒りの声が噴きあがっています。
沖縄県知事は「事故を起こして安全性に疑問が持たれているものを押し込んでくることには断然拒否するしかない」と怒りをあらわにしました。山口県知事も先行搬入を拒否しています。政府は国民や自治体の声を最優先にし、米政府に配備中止を求めるべきです。
また、藤村官房長官がオスプレイの配備は米国の「安保条約上の権利」だとのべました。安保条約６条は米軍が日本にある基地を「使用することを許される」と規定しているだけです。「許される」とは、米軍に基地使用を「『許す』も『許さない』も、日本国の自由」というのが専門家の見解です。｢法的権限がない｣といって米軍の運用を野放しにするなど、安保条約に照らしても許されることではありません。
基地強化の策動をやめさせ､｢安保なくせ｣の国民的議論を全国でまきおこすことが求められています。日本共産党の「外交ビジョン」（５月の全国革新懇の年次総会で志位委員長が講演）は、“軍事依存の安全保障”から抜け出し、軍事に頼らない“平和的安全保障”を追求することを提唱しています。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　
原発問題　国会事故調の報告と｢さようなら原発１０万人集会｣
東京電力福島第１原発の事故を検証するために、国会に設けられた事故調査委員会（黒川清委員長）が「事故は『自然災害』ではなく明らかな『人災』である」という報告書を提出しました。福島原発事故は今も進行中であり、安全対策の見直しや規制体制の確立もこれからです。にもかかわらず野田政権は、関西電力大飯原発など停止中の原発の再稼働を急ぎました。国会も政府も、東京電力など電力業界も、報告書の指摘を重く受け止めるべきです。
福島原発事故の教訓を生かし、原発事故の危険を全国に広げないためにも、野田政権は何より原発再稼働の決定を撤回すべきです。
多くの国民は、自然エネルギー（再生可能エネルギー）の活用で原発に頼らないエネルギー政策への転換を願い、省エネルギーや節電で生活のあり方を見直す努力を惜しまないという人びとも増えています。野田政権の再稼働決定は、こうした国民の意識や行動から大きくかけ離れたものであり、国民からきびしい非難をあびるのは当たり前です。
こうしたなか東京・代々木公園で１６日､｢さようなら原発１０万人集会｣が開かれます。新しい段階に入った「原発なくせ」のたたかいを全国的に発展させる機会です。桑名からも夜行バスが出ます。(問合せは日本共産党桑名市議団まで）
日本共産党は「原発なくせ」を掲げるあらゆる運動と政治的立場の違いを超えて共同し、運動の一翼を担って力を尽くす決意です。

桑名市議会
６月議会最終日、当初提出された１０議案中７議案に反対しました。反対した議案の理由は、①病院整備費関係、寄付講座、用地取得費、地独桑名医療センタ―に減免措置と②外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の改正に伴うものです。消費税増税を止めさせる請願は議会初日に不採択になりました。
議会は９月の決算議会（９月５日開会）まで休会になりますが、今年度は決算特別委員会がすでに設置され、決算審査に対して、事業評価すべきものを選定していきます。今週からも各種委員会が開かれ、来週以降は行政視察も予定されています。

市政報告会＆懇談会（日本共産党桑名市議団）
日時　７月３０日（月）午後７時から　　場所　桑名市民会館　３Ｆ会議室
主催　　　　　日本共産党桑名市委員会、桑名市日本共産党後援会

反貧困キャラバン２０１２三重（スケジュール）
８月２９日（水）にキャラバンカーが岐阜より桑名入りし、３０日（木）、３１日（金）と自治体訪問をして申し入れをしたり、街頭宣伝や署名活動・募金活動・グッズ販売などを行います。
９月１日（土）には、津市と桑名市で相談会を同時開催します。当日にキャラバンカーは長野へ引き継ぎます。
【相談会桑名会場】場所　駅前サンファーレ２Ｆ市民広場　時間午後２時―５時
反貧困キャラバン２０１２三重実行委員会の代表は南川久美子さん（川越町在住）、
事務局（問合せ先）は木村夏美さん（三重合同）、天野真一さん（司法書士）です。

「反貧困世直し大集会２０１２」
　２０１２年１０月２０日（土）、芝公園（東京都港区）にて、恒例の「反貧困世直し大集会２０１２」が開催されます。様々な分野で活動をされている方々と、垣根を越えてつながり、一緒に集会を作り上げていきます。　今年は、「反貧困全国キャラバン実行委員会」との共同開催となります。２台のキャラバンカーが、沖縄（７月１２日）と北海道（７月１４日）からスタートし、貧困問題の解決を訴えながら４７都道府県を巡り、１０月２０日に東京でゴールを迎えます。全国からの声を参加者と共有し、貧困を社会からなくすために、考え学べるような有意義なイベントにしていきます。実行委員会では、アイディアを出し合い議論をしながら、集会の企画を立てていきます。
長良川河口堰開門に向けて　
これからどう運動をすすめるか（７月１日、岐阜市民集会・シンポジウムより）
主催者団体からの問題提起（河口堰に反対し、長良川を守る岐阜県民の会）
今から１７年前、１９９５年７月６日にゲートは閉まった。環境や利水・治水問題は明確だ。今日は運動をテーマにした集会にした。河口堰をめぐる新しい局面（愛知県の動き、推進５者の変化，政権交替）で中長期的な展望を持った運動の方針を。【問題提起】塩害論をどう論破するか。天然アユの遡上問題。国・県・市民にどう働きかけていくか。今日は意見の集約をしない。
シンポジウムでのパネラーからの発言から
1 塩害という脅し（岐大、粕谷氏）塩害が起こるから河口堰を開けないというのが、国の主張。果たしてそうなのか。川には流れがあり、塩水を押し戻している。マウンドで塩水が止まっているというのは嘘。実測すれば全てが分かる。官僚は国民に真実を見せない。
2 観光業から（旅館女将）旅館・料理屋でアユの取り合いになった。河口堰の建設で被害をこうむったのはアユの次は私たちの業種ではないか。具体的な企画を出して全国に発信して欲しい。
3 今年の長良川上流（釣り師）アユのサイズが小さくなった。たばこからマッチサイズに。漁業組合の議員の役員を変えなければいけない。川の好きな人、楽しむ人は川を守る。
④ 開門に向けてこれからどう運動をすすめるか（市民学習会）導水路と河口堰問題は同じ。今日、意見広告を出した。愛知県知事にハガキ運動を実施。
5 どう運動をすすめていくか（建設に反対する会）政治に関わってきた。進まなかった。ブログに意見を。
桑名市は何をしているのか。

突然、７月４日に桑名市職員倫理条例(案)のパブリックコメントが桑名市のホームページに掲載されました。わずか２回の職員倫理審査会（設置が３月の議会で決まった）の開催で案がまとめられ、いきなりパブリックコメント募集には驚きました。まずは、ちゃんと市民に説明すべきだと思います。いまやってる「まちづくり懇談会」でも話はでていません。進め方と手法がちょっと異常です。
こんな住民不在で、業務を遂行していけば、いつかは破綻が来る。この体質は、桑名市の体質であり、事件を起こし続ける職員の体質です。ここを真剣に改革しなければいつまでたっても市民の信頼は得られません。
６月に行われた「新病院に対する意見募集」の結果と現在募集中の「健康増進施設への意見」を紹介します。
１、新病院に期待する医療について、広報くわな６月１日号で募集しましたところ、１２件のご意見をいただきました。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。ご意見の概要とその回答は、次のとおりです。（１つのみ紹介）
【新病院に期待する医療についてのご意見】

　多くの市民が新しい病院に大きな期待を持っています。　しかしながら、今回の意見募集の仕方には問題が多くあるようです。市の方で、こんな病院にしたいのですがどうでしょうかという提案型にしてもらわないと意見の出しようがありません。もうすでに場所も予算も決まっており、あれは駄目です、これも駄目ですが目に見えています。ちゃんとした説明会を市民にしてみてください。開院日も決まっているようですが、そんな発想では変な病院しかできません。しっかりとした構想・計画をまず出してください。それから市民に意見を聞いてください。今回の意見公募は、市民の意見を聞いたアリバイ作りとしか思えません。一から出直してください。
【市民意見に対する回答】
　今回の意見募集につきましては、新病院基本構想・基本計画を策定する過程で、市民の皆様から新病院に期待する医療についてご意見を頂戴し、反映させていただくという主旨です。　答えになっていますか？　（桑名市のホームページより）
２、健康増進施設への意見（７月１５日まで募集しています。）
目的をころころ変えた怪しげな「温泉施設」の建設は英断を持って止めるべきです。市民が本当にこのような施設の建設を望んでいるのか、是非、住民投票を実施することを勧めます。温泉風呂と健康増進は関係ありません。その証拠に温泉では注意事項で血圧の高い人は遠慮して下さいと言っています。竹を燃やしてどうして竹林・里山再生になるのですか。自然破壊ではないですか。
無駄な公共事業は止めてください。維持のノウハウもない、お金も無いのにどうするんですか。お金のかからない、「無料の大規模足湯」くらいなら許せます。

今年行われる桑名市長選の期日が決定
１１月２５日（日）告示、１２月２日（日）投票・開票
（目的）
第１条 この条例は、本市の職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の公務員としての倫理(以下「職員倫理」という。)の確立及び保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
（定義等）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 副市長、常勤の監査委員、地方公営企業の管理者及び地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第３条第２項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 任命権者 法第６条第１項に規定する任命権者(同条第２項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
(3) 管理職員 桑名市職員給与条例（平成16年桑名市条例第46号）別表第１に掲げる職務の級６級以上に属する職員、別表第２に掲げる職務の級７級に属する職員及び別表第３に掲げる職務の級３級に属する職員をいう。
(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
２ この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第４号の事業者等とみなす。
（職員が遵守すべき職員倫理の原則）
第３条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
２ 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
３ 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受ける等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
４ 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じてはならない。
５ 職員は、職務外においても、法令遵守に努め、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
（職員の責務）
第４条 職員は、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、前条に規定する職員倫理の原則を遵守し、常に自らを厳しく律しなければならない。
（任命権者の責務）
第５条 任命権者は、職員の行為が公務に対する市民の疑惑や不信を招くことのないよう常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修等職員倫理の確立及び保持に資するため必要な措置を講じなければならない。
（管理職員の責務）
第６条 管理職員は、率先垂範して職員倫理の高揚に努めるとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員に対し職員倫理の確立及び保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。
（市民及び事業者等の責務）
第７条 市民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の執行について理解し、協力するよう努めなければならない。
２ 何人も、職員に公正な職務の執行を損なう恐れのある行為を求めてはならない。
（禁止行為）
第８条 職員は、規則で定める利害関係者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与（せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。）を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式（金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第１項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。）を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者とともに旅行（公務のための旅行を除く。）をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
２ 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典、総会等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車（当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。）を利用すること（当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。）。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する式典、総会等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(8) 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食等をすること。ただし、あらかじめ規則で定める届出書を任命権者に提出し、許可を得たときに限る。
３ 第１項の規定の適用については、職員（同項第９号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。）が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
（禁止行為の例外）
第９条 職員は、私的な関係（職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。）がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号（第９号を除く。）に掲げる行為を行うことができる。
２ 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、管理職員に相談し、その指示に従うものとする。
（利害関係者以外の者等との間における禁止行為）
第１０条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
２ 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
（贈与等の報告）
第１１条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待（以下「贈与等」という。）を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として規則で定める報酬の支払を受けたとき（当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が１件につき5,000円を超える場合に限る。）は、規則で定めるところにより贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。
２ 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書が提出されたときは、当該贈与等報告書の写しを桑名市職員倫理審査会に提出しなければならない。
（贈与等報告書の保存及び閲覧）
第１２条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出期限の日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。
２ 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書の閲覧を請求することができる。
（桑名市職員倫理審査会の設置及び組織）
第１３条 職員倫理の確立及び保持に資するため、桑名市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
２ 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員倫理に関する例規の制定又は改廃に関し、意見を述べること。
(2) 任命権者から提出された贈与等報告書に関し、意見を述べること。
(3) 不祥事再発防止対策に関する評価、検証及び見直しに関し、意見を述べること。
(4) 任命権者に対し、職員倫理の確立及び保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員倫理の確立及び保持を図るため、任命権者から諮問を受けたことについて意見を述べること。
３ 審査会の委員は、５人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 部長又はこれと同等以上の職にある者
(2) 職員倫理の確立及び保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する識見を有する者
４ 審査会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
５ 審査会の委員は、再任されることができる。
６ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
（審査会の会長等）
第１４条 審査会に会長を１名置く。
２ 会長は、前条第３項第２号の規定により委嘱された委員のうちから互選によってこれを定める。
３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
４ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
（審査会の会議等）
第１５条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
４ 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に加わることができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
５ 会長は、議事に関し必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は、必要な書類の提出を求めることができる
６ 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
（職員倫理の確立及び保持に関する調査）
第１６条 任命権者は、職員に職員倫理に関する例規に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがあると思料する場合で必要と認めるときは、当該行為に関して必要な調査を行うものとする。
（違反行為があった場合の措置）
第１７条 任命権者は、職員が違反行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第１項の規定に基づく懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じなければならない。
（公表）
第１８条 市長は、毎年、職員倫理の確立及び保持に関する状況並びに職員倫理の確立及び保持に関して講じた施策について公表するものとする。
（委任）
第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
（施行期日）
１ この条例は、平成 年 月 日から施行する。
（条例の廃止）
２ 桑名市職員倫理審査会条例（平成24年桑名市条例第２号）は、廃止する。
（経過措置）
３ この条例の施行の際、現に桑名市職員倫理審査会の委員である者は、この条例の規定による委員とみなす。
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